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「自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う 

事務の取扱いについて」の一部改正について 

 

 

 

保安基準適合証に記載する自動車損害賠償責任保険証書の保険会社名の略称

については、「自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴

う事務の取扱いについて」（昭和４６年１２月２６日付け自保第３４２号、自整

第２９５号、自車代１３９３号）により定められているところであるが、今般、

別紙中別記２保険会社名略称表を下記のとおり改正したので通知します。 

 

 

記 

 

省 略 


